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Information

職
業
訓
練
「
経
理
事
務
パ

ソ
コ
ン
科
①
」
の
訓
練
生

を
募
集

●
期
間
＝
９
月
25
日
（
水
）
～
12

月
24
日
（
火
）

●
場
所
＝
Ｋ
Ｗ
Ｓ
鹿
屋
パ
ソ
コ
ン

ス
ク
ー
ル
（
西
原
４
丁
目
）

●
対
象
者
＝
再
就
職
を
目
指
す
人

●
内
容
＝
ビ
ジ
ネ
ス
ソ
フ
ト
の
操

作
技
能
の
習
得
、
及
び
経
理
に

つ
い
て
一
般
知
識
の
習
得
と
会

計
ソ
フ
ト
の
操
作
方
法
を
習
得

し
、
企
業
で
即
戦
力
と
な
る
人

材
の
育
成
、
ま
た
、
資
格
取
得

及
び
就
職
活
動
の
指
導
を
行
い

ま
す
。

●
受
講
料
＝
無
料

※
テ
キ
ス
ト
代
＝
９
，
７
６
５
円

が
必
要

●
定
員
＝
24
人

●
応
募
期
間
＝
８
月
１
日
（
木
）

～
30
日
（
金
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
の
や

　

☎
０
９
９
４ｰ

42ｰ

４
１
３
５

「
脳
卒
中
対
策
啓
発
講
演

会
」
の
参
加
者
を
募
集

●�

日
時
＝
８
月
24
日
（
土
）

　

12
時
30
分
～
16
時
30
分

●
場
所
＝
市
文
化
会
館

●
内
容

○
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

　

�

鹿
屋
体
育
大
学
に
よ
る
「
貯
筋

体
操
」

○
講
演

　

演
題
＝「
脳
卒
中
の
基
礎
知
識
」

　

�

講
師
＝
松
岡�

秀
樹�

氏

　

�（
日
本
脳
卒
中
協
会
鹿
児
島
県

支
部
長
、
鹿
児
島
医
療
セ
ン

タ
ー
脳
血
管
内
科
医
長
）　

○
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

　

�

テ
ー
マ
＝
「
地
域
で
脳
卒
中
を

予
防
す
る
た
め
に
」

　

�

内
容
＝
地
元
医
療
関
係
者
の
取

組
、
行
政
の
取
組
、
患
者
の
体

験
談　

な
ど

○
地
区
活
動
コ
ー
ナ
ー

　

地
区
活
動
の
紹
介

　

健
康
相
談

●
参
加
料
＝
無
料

●
応
募
期
限
＝
８
月
16
日
（
金
）

※�

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
県
大
隅
地
域
振
興
局
健
康
企
画

　

課

　

☎
０
９
９
４ｰ

52ｰ

２
１
０
５

「
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
講
習
」
の
受
講
生
を

募
集

●
期
間

①
介
護
員
基
礎
研
修
＝
９
月
５
日

　
（
木
）
～
20
日
（
金
）

②
調
理
ス
タ
ッ
フ
養
成
＝
９
月
25

　

日
（
水
）
～
10
月
10
日
（
木
）

●
場
所

① 

介
護
員
基
礎
研
修
＝
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

② 

調
理
ス
タ
ッ
フ
養
成
＝
市
中
央

公
民
館

●�

対
象
者
＝
55
歳
以
上
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
求
職
登
録
を
し
て
い

る
人

●
受
講
料
＝
無
料

●
応
募
期
限

①
介
護
員
基
礎
研
修
＝
８
月
14
日

　
（
水
）

②
調
理
ス
タ
ッ
フ
養
成
＝
８
月
30

　

日
（
金
）

●�

応
募
方
法
＝
電
話
で
ご
応
募
く

だ
さ
い
。

問
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４ｰ

40ｰ

３
３
８
２

鹿
屋
医
療
セ
ン
タ
ー
の
常

勤
医
を
募
集

　

鹿
屋
医
療
セ
ン
タ
ー
で
は
、
常

勤
の
専
門
医
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
家
族
や
知
り
合
い
等
に
、
鹿

屋
市
で
の
勤
務
を
希
望
し
て
い
る

専
門
医
が
い
る
人
は
、
ぜ
ひ
ご
連

絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
募
集
す
る
専
門
医

○
消
化
器
内
科
医
＝
１
人

○
総
合
診
療
科
医
＝
１
人

※�

勤
務
条
件
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問�

県
民
健
康
プ
ラ
ザ
鹿
屋
医
療
セ

ン
タ
ー

　

☎
０
９
９
４ｰ

42ｰ

５
１
０
１

か
の
や
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク

「
パ
ソ
コ
ン
体
験
講
座
」
の

参
加
者
を
募
集

●
日
時

○
初
級
＝
８
月
31
日
（
土
）

　

10
時
～
15
時

○
中
級
＝
９
月
１
日
（
日
）

　

10
時
～
15
時

●
場
所
＝
リ
ナ
シ
テ
ィ
か
の
や
１

階
パ
ソ
コ
ン
学
習
室

●
対
象
者
＝
市
内
在
住
の
勤
労
者

又
は
退
職
者

●
内
容
＝
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
エ

ク
セ
ル
、
ワ
ー
ド
等
を
基
礎
か

ら
学
ぶ
講
座

●
参
加
料
＝
１
，
０
０
０
円

●
定
員
＝
20
人
（
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
か
の
や
ハ
ッ
ピ
ー
ワ
ー
ク

　

☎
０
９
９
４ｰ

40ｰ

９
９
３
１

「
森
と
語
ろ
う
森
林
教
室
」

の
参
加
者
を
募
集

　

下
高
隈
町
に
あ
る
「
た
か
く
ま

ふ
れ
あ
い
の
森
」
は
南
日
本
特
有

の
カ
シ
、
シ
イ
、
ク
ス
、
タ
ブ
な

ど
の
照
葉
樹
林
が
原
生
林
に
近
い

形
で
残
っ
て
い
ま
す
。

　

森
林
浴
を
し
な
が
ら
、
ふ
れ
あ

い
の
森
を
体
感
し
ま
せ
ん
か
。

●
日
時
＝
８
月
22
日
（
木
）　　

　

８
時
20
分
～

●
対
象
者
＝
小
学
４
～
６
年
生
と

　

そ
の
保
護
者
、
学
校
関
係
職
員

●
参
加
料
＝
無
料

●�

必
要
な
も
の
＝
山
歩
き
が
で
き

る
服
装
、
弁
当
、
飲
み
水
等

●
定
員
＝
30
組

●
応
募
期
限
＝
８
月
16
日
（
金
）

※�
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
隅
照
葉
樹
原
生
林
の
会

　

☎
０
９
９
４ｰ
44ｰ
０
４
３
５

問自衛隊鹿児島地方協力本部鹿屋地域事務所　☎ 0994-42-4386　

募 集 種 目 資　格 受 付 期 間 試  験  期  日 合 格 発 表 待遇・その他

航�空�学�生 高卒（見込含）で21歳
未満

８/１（木）
～９/６（金）

１次　９/21（土）
２次　10/12（土）～ 17（木）
３次　11/  9（土）
　　　　　　  ～12/12（木）

１次　　　10/ ４（金）
２次海上　11/ ６（水）
２次航空　11/ １（金）
最終　　　１/22（水）

入隊後約６年で３
等海・空尉

一般曹候補生 18 歳以上 27 歳未満 ８/１（木）
～９/６（金）

１次 　9/16（月）
２次   10 /  ５（土）～11（金）

１次　　　９/30（月）
最終　　　11/ ８（金）

入隊後 2 年 9 か月
経過以降、選考に
より 3 等陸・海・
空曹

自衛官候補生
（男子） 18 歳以上 27 歳未満 ８/１（木）

～９/６（金）
            9 /16（月）、
            9 /18（水）～20（金） 試験時にお知らせします

3 か月後に 2 等陸・
海・ 空 士 に 任 用。
陸上は1年9か月、
海上・航空は 2 年
9 か月を 1 任期と
して任用

自衛官候補生
（女子） 18 歳以上 27 歳未満 ８/１（木）

～９/６（金） 　     9 /22（日） 最終　　　11/ ８（金）

防衛医科大学校
看護学生

高卒（見込含）で21歳
未満

９/５（木）
～９/30（月）

１次   10/19（土）
２次   11/30（土）
　　　　　　  ～12/１（日）

１次　　　11/15（金）
最終　　　  2/ ７（金）

修学年限４年
国家試験合格後
３等陸・海・空尉

平成25年度 自衛官を募集

　住居表示が実施されている区域（住所が鹿屋市○○町（○○丁目）××番△△号で表される区域）内に建
物を新築した場合は、届出が必要です。届出がないと住居番号が設定されず住民登録ができませんので、必
ず届出を行ってください。
　なお、住居番号の設定には現地調査等を必要としますので、届出から数日を要します。建物の完成１か月
位前に届出をしてください。

●対象となる地域
本町、朝日町、向江町、西大手町、大手町、古前城町、曽田町、共栄町、北田町、打馬１丁目、打馬 2 丁目、
西原１丁目、西原２丁目、西原３丁目、西原４丁目、上谷町、新栄町、新生町、白崎町、寿１丁目、寿２丁目、
寿３丁目、寿４丁目、寿５丁目、寿６丁目、寿７丁目、寿８丁目、札元１丁目、笠之原町

　※アンダーラインは、一部未実施区域を含む。

●新築の届出に必要なもの
印鑑、敷地に対する建物の配置図、建物の案内図（付近見取図）、建物等の所在地番が分かる書類（字図の
写し等）
※ 建物の増改築や取り壊し等により住居番号の変更、廃止が必要になった場合は、市都市政策課にご相談

ください。

問市都市政策課（４階）　☎ 0994-31-1130

住居表示に関する届出について

▶
街
区
表
示
板 ◀

住
居
表
示
板

＜街区表示板、住居表示板について＞　
　住居表示が実施されている区域においては、街区の角に町名、街区番号を表
示した「街区表示板」が取り付けてあります。また、住居番号が設定された建
物については、出入口や門などに「住居表示板」を取り付けることとなってい
ます。
　この「住居表示板」や「街区表示板」が破損、紛失又は老朽化等で見えにくくなっ
た場合は、無料で再発行等を行いますので、電話等でご連絡ください。


